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第２４期 第７回総会 

別 海 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

（令和２年１２月２１日） 

 

 

〇開催日時  令和２年１２月２１日（月） 

午前１０時００分から午前１２時００分 

 

〇開催場所  別海町役場 ４階 第２・３委員会室 

 

〇議事日程  

日程第 １ 報告第１号 農地等あっせん結果の報告について（農業経営基盤 

強化促進法） 

日程第 ２ 報告第２号 農地等あっせん結果の報告について（別海町農地移 

動適正化あっせん基準） 

日程第 ３ 報告第３号 農地法第４条の許可書の交付について 

日程第 ４ 報告第４号 農地法第５条の許可書の交付について 

日程第 ５ 報告第５号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人

の定期報告について 

 

日程第 ６ 議案第１号 農地法第18条の規定による賃貸借の解約について 

日程第 ７ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第４号 別海町農用地利用集積計画の決定について 

日程第１０ 議案第５号 現況証明願いについて 
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〇出席委員（２５名） 

会     長 ２７番 小 野 榮 一                

会長職務代理者 ２６番 信 夫 重 勝                

 

１番 及 川 哲 夫   ２番 山 崎   茂   

３番 齊 藤 主 夫   ４番 市 川 義 晴   

５番 石 毛   剛   ６番 藤 田 浩 義   

７番 中 洞   薫   ９番 畠 山 友 子   

１１番 芳 賀   均  １２番 中 村 繁 男   

１３番 小 島   敏  １４番 羽 石 健 一   

１５番 加 藤 和 広  １６番 内 藤 宏 幸   

１７番 阿 部   浩  １８番 藤 井   実   

１９番 木 幡   誠  ２０番 浦 山 宏 一   

２１番 山 田 良 雄  ２２番 押 田 賢 二   

２３番 林   武 雄  ２４番 伊 藤 一 吉   

２５番 竹 花 新 吉   

 

 

〇欠席委員（２名） 

８番 加 藤 真 純 

１０番 大 内 敏 光 

 

 

〇農業委員会事務局出席職員 

  総 務 担 当  主幹   木 直 人 

  農地調整担当  主査  藤 巻 成 司 

  農地調整担当  主任  山 下 真 弘 

  農地調整担当  主事  齊 藤 一 真 

 

 

〇傍聴人（０名） 

 

 

〇議事録署名委員       

１１番 芳 賀   均  １２番 中 村 繁 男   
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次の記録は、農業委員会等に関する法律第２７条の規定により会議の記録を

記載したものである。 

 

 

令和  年  月  日 

 

署名者 

 

議   長  小 野  榮 一  ㊞ 

 

議席１１番  芳 賀    均  ㊞ 

 

議席１２番  中 村  繁 男  ㊞ 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会宣言 

〇事務局（木主幹） 

定刻になりましたので小野会長よりご挨拶をいただき総会を始めさせてい

ただきます。 

〇小野会長 

皆さんおはようございます。 

（会務報告がある） 

本日は報告５件、議案５件です。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

ただいまから第７回農業委員会総会を開催いたします。 

出席委員は２５名です。定足数に達していますので本日の会議を開きます。 

なお、欠席委員は８番加藤真純委員、１０番大内委員です。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

はじめに議事録署名委員を会議規則第１９条の規定により議長において指

名いたします。１１番芳賀委員、１２番中村委員。以上２名を指名します。

よろしくお願いします。 

それでは議事に入ります。 

 

◎日程第１ 報告第１号 

〇議長（小野会長） 

日程第１ 報告第１号「農地等あっせん結果の報告について」を議題に供

します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

報告第１号、農地等あっせん結果の報告について。次の者から農業経営基

盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づく利用権の設定等についてあっせ

んの申出があり、あっせんを行ったので報告する。 

本件は全部で５件ございます。１号及び２号の２件は先月の１１月総会で

報告させていただきましたとおり農用地の価格について意向が一致せず不調

に終わったため、関係規定に基づき町長に対し買入れの要請に取り組んだと

ころ協議が整う運びとなったものです。 

３号から５号までの３件は、農地売買等事業により北海道農業公社が買い

入れた土地について、一時貸付を行う内容であります。旧所有者につきまし

ては、３号及び４号は石川光至さん、５号は黒沼輝雄さんです。今後の取扱

いにつきましては後の議案第４号で提案し御審議いただく予定です。それで

は朗読いたします。 

第１号、あっせん候補者、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益

財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。あっせん対象地、別海３９４外
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９筆、計５４３,３４０㎡。農地の所有者、標津郡中標津町東３条南８丁目４

４番地１３、武藤一逸。あっせん委員、山田委員外８名。あっせん結果、成

立。あっせん価格、売買で３３,６６３,０００円。 

次号から第５号まで、あっせん結果は全件成立ですので朗読を省略します。 

第２号、あっせん候補者、同上。あっせん対象地、西春別１１５－３外３

４筆、計９５５,５１５㎡。農地の所有者、中西別４５番地の３４、小牧俊雄。

あっせん委員、大内委員外４名。あっせん価格、売買で３９,７６８,０００

円。 

第３号、あっせん候補者、西春別５番地の５、佐藤寧。あっせん対象地、

西春別５３－２外３筆、計９９,０２２㎡。農地の所有者、札幌市中央区北５

条西６丁目１番地２３、公益財団法人北海道農業公社 理事長 竹林孝。あ

っせん委員、大内委員外５名。あっせん価格、賃貸借で年間１２２,３００円。 

次号及び第５号の農地の所有者、あっせん委員は同文ですので朗読を省略し

ます。 

第４号、あっせん候補者、西春別６０番地の９、卯野聡明。あっせん対象

地、西春別５３－９外４筆、計７４,６０８㎡。あっせん価格、賃貸借で年間

８８,５２０円。 

第５号、あっせん候補者、泉川６１番地の２８、株式会社木村牧場 代表

取締役 木村圭一。あっせん対象地、西春別２６－４３外１１筆、計３９１,

４３２㎡。あっせん価格、賃貸借で年間４００,０２０円。以上で報告第１号

の内容説明を終わります。 
〇議長（小野会長） 

報告第１号の事務局説明が終わりました。ここで、あっせんに当たられた

委員の説明を求めます。１号につきましては１３番小島委員。２号につきま

しては１９番木幡委員。３号及び４号につきましては１番及川委員。５号に

つきましては１９番木幡委員。それでは１号を小島委員お願いします。 

〇１３番 小島委員 

はい、説明いたします。武藤一逸さんが離農されまして、北海道農業公社

に買上げしてもらった部分になります。新規に入る方も決まっております。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして木幡委員お願いします。 

〇１９番 木幡委員 

これは去年、小牧さんの離農に伴いまして北海道農業公社に買い取っても

らう案件です。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして３号及び４号を及川委員お願いします。 

〇１番 及川委員 

石川光至さんの畑ですが北海道農業公社に売却後、公社から５年後買い取

るということで佐藤さん、卯野さん両者が借りることになりました。よろし
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くお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして５号を木幡委員お願いします。 

〇１９番 木幡委員 

黒沼さんの離農に伴いまして、北海道農業公社から木村牧場が借りる案件

になります。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

報告第１号の委員説明が終わりました。ここで議案第１号につきまして質

疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長(小野会長) 

なしということですので、報告第１号を承認することに御異議ございませ

んか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第１号を原案のとおり承認することに 

決定します。 

 

◎日程第２ 報告第２号 

〇議長（小野会長） 

日程第２ 報告第２号「農地等あっせん結果の報告について」を議題に供

します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いいたします。 

〇事務局（齊藤主事） 

報告第２号、農地等あっせん結果の報告について。次の者から農地等のあ

っせん申出書の提出があり、別海町農地移動適正化あっせん基準に基づきあ

っせんを行ったので、同基準第８の２の（３）の規定により報告する。 

本件は全部で１０件ございます。全件農地所有者の申出により所有権移転

のあっせんを行ったものであります。今後の取扱いについては後の議案第４

号で提案し御審議いただく予定であります。それでは朗読させていただきま

す。 

第１号、あっせん候補者、別海３９９番地の３、栗栖津奈樹。あっせん対

象地、別海３９９－１外３筆、計１８,４０４㎡。農地の所有者、標津郡中標

津町東３条南８丁目４４番地１３、武藤一逸。あっせん委員、山田委員外８

名。あっせん結果、成立。あっせん価格、売買で１４２,０００円。次号から

第１０号まであっせん結果は同文ですので朗読を省略します。 

第２号、あっせん候補者、西春別１１３番地の２、株式会社デーリィファ

ーム宮坂 代表取締役 宮坂拓磨。あっせん対象地、西春別１１５－４、面
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積４,２２３㎡。農地の所有者、中西別４５番地の３４、小牧俊雄。あっせん

委員、大内委員外４名。あっせん価格、売買で４,０００円。次号から第９号

までのあっせん委員、次号から第８号までの農地の所有者は同文ですので朗

読を省略します。 

第３号、あっせん候補者、西春別４０７番地の１６４、有限会社石坂牧場 

代表取締役 石坂巧。あっせん対象地、西春別４０７－１０７外４筆、計 

１４,６４４㎡。あっせん価格、売買で３００,０００円。 

第４号、あっせん候補者、西春別４１２番地の５８、上川床真幸。あっせ

ん対象地、西春別４０８－６０外２筆、計４,７２２㎡。あっせん価格、売買

で４,０００円。 

第５号、あっせん候補者、泉川１０９番地の１６、株式会社リープリング

ファーム 代表取締役 日向和哉。あっせん対象地、西春別４０８－８３、

面積２２,２１５㎡。あっせん価格、売買で２２,０００円。 

第６号、あっせん候補者、泉川１１０番地の２１、竹田寛享。あっせん対

象地、西春別４０８－８７、面積１２,３０５㎡。あっせん価格、売買で１２,

０００円。 

第７号、あっせん候補者、泉川１０５番地の１１７、高橋隆夫。あっせん

対象地、泉川１０５－１１６、面積５１,５４２㎡。あっせん価格、売買で３,

０５９,０００円。 

第８号、あっせん候補者、西春別１７８番地の１１、石井哲雄。あっせん

対象地、西春別４０８－９３、面積４,７４３㎡。あっせん価格、贈与。 

第９号、あっせん候補者、西春別駅前柏町８番地、及川由和。あっせん対

象地、泉川１０７－２２外１筆、計９８,９０７㎡。農地の所有者、西春別４

０８番地の２１、小牧友美。あっせん価格、売買で１,６０８,０００円。 

第１０号、あっせん候補者、西春別１８９番地の１７、佐藤悠。あっせん

対象地、西春別２２３－１外３筆、計２２,１７２㎡。農地の所有者、西春別

２２３番地の４、伊藤良一。あっせん委員、大内委員外５名。あっせん価格、

売買で２２,０００円。以上で報告第２号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第２号の事務局説明が終わりました。ここで、あっせんに当たられた

委員の説明を求めたいと思います。１号につきましては１３番小島委員。２

号から９号につきましては１９番木幡委員。１０号につきましては４番市川

委員。ここで９号につきまして及川委員の御子息に関する案件ですので農業

委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規

定に基づく議事参与制限といたします。それでは小島委員お願いします。 

〇１３番 小島委員 

１号ですが、武藤さんの後に入る栗栖津奈樹さんが今回、北海道農業公社

が買上げできなかった部分を買うということです。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして２号から９号を木幡委員お願いします。 
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〇１９番 木幡委員 

  ２号から９号は報告第１号でありました小牧さんの離農に伴う案件です。

２号は北海道農業公社が買入れできなかったところの売買、３号は離れ地に

なっているところを石坂さんと売買するものです。４号から６号は北海道農

業公社の買上げにならなかったところの売買です。７号は面積が小さいので

売買ということになりました。８号は石井さんの畑に隣接しているところで

贈与です。９号の及川さんの所は、小牧さんの息子さんの名前になっていた

ところを息子さんが亡くなられたので奥さんの名前となっています。離れて

いるところを売買ということです。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして１０号を市川委員お願いします。 

〇４番 市川委員 

  この案件は、伊藤良一さんが離農し、屋敷及び牛舎周りとそれに付随する

土地で北海道農業公社が買入れできない部分の売買になります。よろしくお

願いします。 
〇議長（小野会長） 

報告第２号の委員説明が終わりました。ここで報告第２号について質疑を

受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第２号を承認することに御異議ございませ

んか。 

〇委員 

（「異議なし。」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第２号を原案のとおり承認することに 

決定します。 

    

◎日程第３ 報告第３号 

〇議長（小野会長） 

日程第３ 報告第３号「農地法第４条の許可書の交付について」を議題に

供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第３号、農地法第４条の許可書の交付について。農地法第４条第１項

の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北海道農業会議に意

見聴取した結果、許可相当とする回答があり許可書を交付したので、別海町

農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

本件につきまして、第１号については９月３０日開催の第４回総会、第２
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号及び第３号については１０月３０日開催の第５回総会で御審議いただいた

案件で、申請時における計画どおりですので、詳細については朗読を省略さ

せていただきます。許可日につきましては、第１号及び第２号は別海農業振

興地域整備計画変更における計画変更完了通知がありました１１月２０日、

第３号についても別海農業振興地域整備計画変更における計画変更完了通知

がありました１１月２７日としております。また、報告書には載せておりま

せんが９月総会で御審議いただいた卯野聡明さんの申請につきましても１１

月２０日に許可書を発行しております。以上で報告第３号の内容説明を終わ

ります。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第３号の事務局説明が終わりました。この案件につきましては、

許可案件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは報告第３

号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに御異

議ございせんか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第３号を原案のとおり承認することに

決定します。 

 

◎日程第４ 報告第４号 

〇議長（小野会長） 

日程第４ 報告第４号「農地法第５条の許可書の交付について」を議題に

供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第４号、農地法第５条の許可書の交付について。農地法第５条第１項

の規定による許可申請について、農業委員会総会議決後北海道農業会議に意

見聴取した結果、許可相当とする回答があり許可書を交付したので、別海町

農業委員会会長専決規程第３条の規定により報告する。 

本件につきましては、１０月３０日開催の第５回総会で審議いただいた案

件で申請時における計画どおりですので、詳細については朗読を省略させて

いただきます。許可日につきましては、北海道農業会議の意見聴取日である

１１月１８日としております。以上で報告第４号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

報告第４号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても許可案
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件ですので事務局説明のみとさせていただきます。それでは、報告第４号に

つきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに御異

議ございせんか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第４号を原案のとおり承認することに 

決定します。 

 

◎日程第５ 報告第５号 

〇議長（小野会長） 

日程第５ 報告第５号「農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法

人の定期報告について」を議題に供します。 

事務局より報告の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（山下主任） 

報告第５号、農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の定期報

告について。次の者から農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人

報告書の提出があったので報告する。今月は４件の報告がありました。いず

れも農地法第２条に基づく事業要件、議決権要件及び役員要件の全てを満た

しておりました。法人名、決算期等については記載のとおりですので朗読を

省略させていただきます。以上で報告第５号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、報告第５号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても

農地所有適格法人の定期報告ですので事務局説明とさせていただきます。 

それでは、報告第５号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質

問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

なしということですので、報告第５号を原案のとおり承認することに御異

議ございせんか。 

〇委員 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小野会長） 

異議なしということですので、報告第５号を原案のとおり承認することに 

決定します。 
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◎日程第６ 議案第１号 

議長（小野会長） 

日程第６ 議案第１号「農地法第１８条の規定による賃貸借の解約につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

議案第１号、農地法第１８条の規定による賃貸借の解約について。次の者

から農地法第１８条第６項の規定により提出された賃貸借の合意解約の通知

について、同条第１項の規定による可否の決定を求める。 

本件は全部で２件ございます。全件、貸主、借主双方の合意により解約さ

れた通知であり、土地の引渡しの時期前６か月以内に合意解約が成立してお

ります。それでは朗読させていただきます。 

第１号、貸人、西春別１００番地の１、堀内龍一。借人、西春別９４番地

の１２、岡部利男。解約する土地、西春別１００－１４外１筆、計１６,２２

７㎡。利用権の種類、賃借権。契約期間、平成３０年３月１日から令和５年

２月２８日。合意解約成立の日、令和２年１２月７日。土地の引渡の時期、

令和２年１２月８日。解約の理由、合意解約。 

第２号、貸人、大成１７番地の３、石川美佐子。借人、上春別１４番地の

１１、苅田憲幸。解約する土地、大成１５－４外１筆、計９４,４９０㎡。利

用権の種類、賃借権。契約期間、平成２８年１月２５日から令和３年１月２

４日。合意解約成立の日、土地の引渡の時期及び解約の理由、同上。以上で

議案第１号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第１号の事務局説明が終わりました。この案件につきましても

合意解約案件ですので、事務局説明のみとさせていただきます。それでは、

議案第１号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ございませ

んか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を 

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第１号を原案のとおり許可することに 

決定します。 

 

◎日程第７ 議案第２号 
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〇議長（小野会長） 

日程第７ 議案第２号「農地法第３条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第２号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について。次の者

から農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可

の決定を求める。 

農地法第３条許可申請につきましては、別添資料の調査書を添付していま

すので併せて御参照願います。 

第１号、申請人の住所氏名、譲渡人、釧路市鶴丘４２番地の１、鶴が丘学

園、田崎徳雄、田崎安宣。譲受人、浜中町茶内西１２線３５３番地、小野寺

友治。許可を受けようとする土地の表示、上風連２６２－１０外３筆、合計

１３３,３２２㎡。許可を受けようとする理由、譲渡人は、農地を有効活用す

るため売り渡すもので、譲受人は、経営規模拡大のため買い受けるものであ

る。売買価格は４７０,０００円です。 

ここで少し御説明申し上げます。第１号及び第２号の案件につきまして、

譲渡人の田崎さん御兄弟ですが障害があるため施設に入所しております。農

地について、田崎さんのお母さんの名義でしたがお亡くなりになり、相続手

続きなどにつきまして弁護士の成年後見人がそれぞれにつきまして、持ち分

２分の１ずつ相続されました。農地法第３条の申請につきましては連名での

申請について問題がないことを確認しております。それでは議案の朗読を再

開いたします。 

第２号、申請人の住所氏名、譲渡人、釧路市鶴丘４２番地の１、鶴が丘学

園、田崎徳雄、田崎安宣。譲受人、浜中町茶内西１２線２７３番地、山口健

一。許可を受けようとする土地の表示、上風連２６３－５外２筆、合計６３,

３８２㎡。許可を受けようとする理由、譲渡人は、農地を有効活用するため

売り渡すもので、譲受人は、経営規模拡大のため買い受けるものである。売

買価格は２２０,０００円です。 

第３号、申請人の住所氏名、貸人、別海１０番地の３８、松木春。借人、

別海１０番地の３８、松木吉孝。許可を受けようとする土地の表示、別海８

－１５外２１筆、合計５２６,２３７.９０㎡。許可を受けようとする理由、

貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、借

人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。貸借期間は許

可日から２０年間です。 

第４号、申請人の住所氏名、貸人、別海４０６番地の１３９、河崇。借

人、別海４０６番地の１１８、河淳。許可を受けようとする土地の表示、

別海４０６－３６外１８筆、合計６５５,６１６㎡。許可を受けようとする理

由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、

借人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。貸借期間は
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許可日から３０年間です。 

第５号、申請人の住所氏名、貸人、西春別６０番地の９、卯野聡明。借人、

西春別６０番地の９、株式会社Ｃｏｗ’ｓ Ｆａｍｉｌｙ 代表取締役 卯

野聡明。許可を受けようとする土地の表示、西春別６２－１４、面積１１,４

８８㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用するため使用

貸借するもので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるも

のである。賃借期間は許可日から定めないものとする。 

第６号、申請人の住所氏名、貸人、西春別６０番地の９、夘野典子。借人、

西春別６０番地の９、株式会社Ｃｏｗ’ｓ Ｆａｍｉｌｙ 代表取締役 卯

野聡明。許可を受けようとする土地の表示、西春別５６－６外４９筆、合計

７９１,８６７㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用する

ため使用貸借するもので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を

受けるものである。賃借期間は許可日から定めないものとする。 

第７号、申請人の住所氏名、貸人、中西別７４番地の９、佐々木春男。借

人、中西別７４番地の２、佐々木純。許可を受けようとする土地の表示、中

西別５７－９外１４筆、合計４６８,８６２㎡。許可を受けようとする理由、

貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、借

人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借期間は許

可日から３０年間です。 

第８号、申請人の住所氏名、貸人、中西別１１１番地の８、丹羽忠文。借

人、中西別１１１番地の８、丹羽博文。許可を受けようとする土地の表示、

中西別８４－４外２７筆、合計４８１,９７６㎡。許可を受けようとする理由、

貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、借

人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借期間は許

可日から定めないものとする。 

第９号、申請人の住所氏名、貸人、中西別７６番地の２５、水谷夫。借

人、中西別７７番地の１０、水谷好美。許可を受けようとする土地の表示、

中西別７６－１１外２９筆、合計５４５,９８２㎡。許可を受けようとする理

由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、

借人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借期間は

許可日から３０年間です。 

第１０号、申請人の住所氏名、貸人、中西別３４番地の２２、清水武男。

借人、中西別３４番地の２１、清水彰。許可を受けようとする土地の表示、

中西別２２－５外３２筆、合計４７２,２５２.５６㎡。許可を受けようとす

る理由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するも

ので、借人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借

期間は許可日から３０年間です。 

第１１号、申請人の住所氏名、貸人、上風連１５７番地の１６、本田太郎。

借人、上風連１５７番地の１６、本田憲一。許可を受けようとする土地の表

示、上風連１４２－１０外２７筆、計５４７,３３７㎡。許可を受けようとす
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る理由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するも

ので、借人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借

期間は許可日から３０年間です。 

第１２号、申請人の住所氏名、貸人、上風連９９番地の１、早坂元治。借

人、上風連９９番地の１、早坂尚宏。許可を受けようとする土地の表示、上

風連５５－５外８１筆、合計８９４,０２０㎡。許可を受けようとする理由、

貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、借

人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借期間は許

可日から３０年間です。 

第１３号、申請人の住所氏名、貸人、上風連２５１番地の２６、瀬下太一。

借人、上風連２５１番地の３９、瀬下光起。許可を受けようとする土地の表

示、上風連２０２－３９外４０筆、合計９１７,５３３㎡。許可を受けようと

する理由、貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請する

もので、借人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃

借期間は許可日から２０年間です。 

第１４号、申請人の住所氏名、貸人、別海４０１番地の８、河嶋秀雄。借

人、別海４０１番地の８、有限会社河嶋産業 代表取締役 河嶋和也。許可

を受けようとする土地の表示、別海３９２－１外３１筆、合計７５３,２３８.

３６㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、農地所有適格法人に使用貸借

するもので、借人は、使用貸借を受けて農地所有適格法人を経営するもので

ある。賃借期間は許可日から４０年間です。 

第１５号、申請人の住所氏名、貸人、中西別１３９番地の１２、藤井実。

借人、中西別１３９番地の１２、株式会社ＣＲＯＷＮ ＭＩＬＫ 代表取締役 

藤井秀和。許可を受けようとする土地の表示、中西別１３１－１外３６筆、

合計８４７,９３８.９２㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有

効活用するため使用貸借するもので、借人は、農地所有適格法人設立のため

使用貸借を受けるものである。賃借期間は許可日から１０年間です。 

第１６号、申請人の住所氏名、貸人、中西別１３９番地の１２、藤井秀和。

借人、中西別１３９番地の１２、株式会社ＣＲＯＷＮ ＭＩＬＫ 代表取締役 

藤井秀和。許可を受けようとする土地の表示、中西別１４９－１９外３筆、

合計５８,１３３㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用す

るため使用貸借するもので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借

を受けるものである。賃借期間は許可日から定めないものとする。 

第１７号、申請人の住所氏名、貸人、別海３０２番地の１０、石田正。借

人、別海３０２番地の１０、石田敦。許可を受けようとする土地の表示、別

海２６８－４外３７筆、合計６９８,０９０㎡。許可を受けようとする理由、

貸人は、経営の主体である長男に全地使用貸借するため申請するもので、借

人は、父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借期間は許

可日から３０年間です。 

第１８号、申請人の住所氏名、貸人、豊原３５番地の１６、奥山秀助。借
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人、豊原３５番地の１６、奥山牧場株式会社 代表取締役 奥山頌平。許可

を受けようとする土地の表示、中春別３９－３外１２筆、合計７６０,８４９

㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用するため使用貸借

するもので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるもので

ある。賃借期間は許可日から２０年間です。 

第１９号、申請人の住所氏名、貸人、豊原３５番地の１６、奥山和。借人、

豊原３５番地の１６、奥山牧場株式会社 代表取締役 奥山頌平。許可を受

けようとする土地の表示、豊原４２－１６外１筆、合計１００,３２７㎡。許

可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用するため使用貸借するも

ので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるものである。

賃借期間は許可日から２０年間です。 

第２０号、申請人の住所氏名、貸人、本別３２番地の１、元木國雄。借人、

本別３２番地の１、元木忠之。許可を受けようとする土地の表示、本別１１

－４外１２筆、合計４６８,２５４㎡。許可を受けようとする理由、貸人は、

経営の主体である長女の夫に全地使用貸借するため申請するもので、借人は、

義父より全地使用貸借を受けるため申請するものである。賃借期間は令和３

年１月１日から令和１２年１２月３１日までです。 

第２１号、申請人の住所氏名、貸人、奥行６番地の３５、平沢清。借人、

奥行６番地の３５、株式会社ＦＬＡＴ ＦＡＲＭ 代表取締役 平沢優作。許

可を受けようとする土地の表示、奥行６－３外９筆、合計７４７,７３６㎡。

許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用するため使用貸借する

もので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるものである。

賃借期間は許可日から１０年間です。 

第２２号、申請人の住所氏名、貸人、奥行６番地の３５、平沢優作。借人、

奥行６番地の３５、株式会社ＦＬＡＴ ＦＡＲＭ 代表取締役 平沢優作。許

可を受けようとする土地の表示、奥行９－２外４筆、合計１９５,８７４㎡。

許可を受けようとする理由、貸人は、農地を有効活用するため使用貸借する

もので、借人は、農地所有適格法人設立のため使用貸借を受けるものである。

賃借期間は許可日から定めないものとする。以上で議案第２号の内容説明を

終わります。 

〇議長（小野会長） 

議案第２号の事務局説明が終わりました。ここで調査に当たられた委員の

説明を求ます。１号及び２号を１３番小島委員。３号を２１番山田委員。４号

を１７番阿部委員。５号及び６号を１番及川委員。７号から１０号を２３番林

委員。１１号から１４号を１３番小島委員。１５号及び１６号を２３番林委員。

１７号を２２番押田委員。１８号及び１９号を１１番芳賀委員。２０号を２６

番信夫代理。２１号及び２２号を３番齊藤委員。ここで１５号及び１６号につ

きまして藤井委員と御子息に関する案件ですので農業委員会等に関する法律第

３１条及び別海町農業委員会会議規則第１４条の規定に基づく議事参与制限に

より一時退席を求めます。 
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（１８番 藤井委員一時退席） 

〇議長(小野会長) 

  議事を再開します。それでは１５号及び１６号を林委員お願いします。 

〇２３番 林委員 

１５号、１６号を合わせて説明します。藤井秀和さんがクラスター事業で

牛舎を建設するため法人を設立し、本人と父親の所有地を法人に使用貸借す

るものです。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

それでは、議案第２号の１５号及び１６号につきまして質疑を受けたいと

思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第２号の１５号及び１６号を原案のと

おり許可することに決定します。ここで藤井委員に対する議事参与制限を解

除します。 

（１８番 藤井委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

議事を再開します。続きまして１号及び２号を小島委員お願いします。 

〇１３番 小島委員 

はい、説明します。１１月１７日に大内委員、芳賀委員と事務局で現地を

見てまいりました。使用貸借していた土地を買い取るという案件で問題ない

と思います。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして３号を山田委員お願いします。 

〇２１番 山田委員 

はい、説明します。使用貸借の期間満了に伴う再設定になります。よろしく

お願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして４号を阿部委員お願いします。 

〇１７番 阿部委員 

はい、説明します。長男の淳さんへ全地使用貸借する継続案件になります。

よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、続きまして５号及び６号を及川委員お願いします。 
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〇１番 及川委員 

  はい、説明します。法人設立に伴い、聡明さんと典子さんの所有地を法人

に使用貸借する案件になります。問題ないと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

〇議長（小野会長） 

続きまして７号から１０号を林委員お願いします。 

〇２３番 林委員 

はい、説明します。７号から１０号の案件ですが、父親から全地使用貸借

を受けていましたが期間満了となり、再度使用貸借の設定をするものです。

よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして１１号から１４号を小島委員お願いします。 

〇１３番 小島委員 

はい、説明します。１１号から１４号の案件ですが、使用貸借の期限が満

了となったため再度設定するものです。よろしくお願いします。 
〇議長（小野会長） 

続きまして１７号を押田委員お願いします。 

〇２２番 押田委員 

はい、説明いたします。石田さん親子による使用貸借です。継続案件なの

でよろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして１８号及び１９号を芳賀委員お願いします。 

〇１１番 芳賀委員 

はい、説明します。奥山頌平さんが法人を設立することになり、秀助さん

と和さんの所有地を法人に使用貸借する案件になります。よろしくお願いし

ます。 

〇議長（小野会長） 

はい。続きまして２０号を信夫代理お願いします。 

〇２６番 信夫代理 

はい、説明します。元木さんの使用貸借ですが娘の旦那さんへの経営移譲

に伴う申請です。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして２１号、２２号を齊藤委員お願いします。 

〇３番 齊藤委員 

はい、説明します。平沢優作さんがクラスター事業で牛舎を建設すること

に伴い新たに法人を設立し、平沢清さんの土地を法人に使用貸借する案件で

す。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、ありがとうございました。議案第２号の委員説明が終わりました。

ここで議案第２号につきまして質疑を受けたいと思います。何か御質問ござ
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いませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第２号を原案のとおり許可することに

決定します。ここで、１１時１５分まで休憩とします。 

（１１時００分から１１時１５分まで休憩） 

 

◎日程第８ 議案第３号 

〇議長（小野会長） 

それでは、会議を再開します。 

日程第８ 議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請について。次の者

から農地法第４条第１項の規定による許可申請書の提出があったので、許可

の決定を求める。本件につきましては、立地基準及び一般基準を満たし、農

用地利用集積計画及び農業振興地域整備計画に支障が生ずる恐れがないもの

と判断しております。 

第１号、許可を受けようとする土地の表示、中春別１８９－５、面積４１,

８８３㎡の内、４,６５９.０３㎡。目的、ロール置き場。計画内容、ロール

置き場、４,６５９.０３㎡。転用基準、区分、農用地。許可理由、農地法第

４条第６項。土地利用計画、農用地。転用者、中春別１８９番地の６、株式

会社サニープレイス 代表取締役 小湊剛史。次号から転用基準及び土地利

用計画は同上となりますので朗読を省略させていただきます。 

第２号、許可を受けようとする土地の表示、豊原１７－８７、面積１２３,

０６２㎡の内、２,４１２.７５㎡。目的、ロール置き場。計画内容、ロール

置き場、２,４１２.７５㎡。転用者、豊原１７番地の１８、篠田翔司。 

第３号、許可を受けようとする土地の表示、大成５１－２１、面積８７,２

１３㎡の内、３,２８６.２２㎡。目的、農業用施設建設。計画内容、育成舎

外、３,２８６.２２㎡。転用者、大成５１番地の１、株式会社西崎牧場 代

表取締役 西崎真澄。以上で議案第３号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第３号の事務局説明が終わりました。ここで現地調査委員の説
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明を求めます。１号及び２号を１１番芳賀委員。３号を１５番加藤和広委員。

それでは芳賀委員お願いします。 

〇１１番 芳賀委員 

はい、説明します。１号ですが新築牛舎の隣にロールを置きたいというこ

とで問題ないと思います。次に２号ですが道路と宅地の間にロールを置きた

いということで、こちらも問題ないと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして３号を加藤和広委員お願いします。 

〇１５番 加藤委員 

はい、説明します。先月総会終了後に現地を確認してきました。申請地は

車庫とパドックの間になり、必要最小限として見てきました。よろしくお願

いします。 

〇議長（小野会長） 

議案第３号の委員説明が終わりました。ここで議案第３号につきまして質

疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を求

めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので議案第３号を原案のとおり許可することに決

定します。 

 

 

◎日程第９ 議案第４号 

〇議長（小野会長） 

日程第９ 議案第４号「別海町農用地利用集積計画の決定について」を議

題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（齊藤主事） 

議案第４号、別海町農用地利用集積計画の決定について。別海町農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想第５の１の（６）による計画について、

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項により決定を求める。 

本件は全部で２４件ございます。内訳は所有権の移転が１４件、利用権の

設定が１０件です。所有権の移転について、第１号から第１２号まで報告第

１号、第２号と重複しますので内容詳細についてのみ朗読させていただきま

す。それでは朗読いたします。 
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第１号、所有権の移転の内容、利用目的、牧草畑として利用。所有権の移

転時期、令和２年１２月２２日。対価の支払い方法、指定口座に振込。対価

の支払い期限、令和３年２月１２日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間

の法律関係、売買。次号につきまして、北海道農業公社の買入れ案件であり、

所有権の移転の内容も同文ですので朗読を省略します。 

第３号、所有権の移転の内容、利用目的、牧草畑として利用。所有権の移

転時期、令和２年１２月２２日。対価の支払い方法、指定口座に振込。対価

の支払い期限、令和３年３月３１日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間

の法律関係、売買。次号から第１２号につきまして、報告第２号で説明済み

であり、所有権の移転の内容についても重複しますので朗読を省略します。 

第１３号、所有権の移転を受ける者、西春別３番地の７、吉田雄平。所有

権の移転をする土地、西春別３－１外１筆、計１４３,５６３㎡。所有権の移

転をする者、西春別１６番地の２６、村上利子。利用目的、牧草畑として利

用。所有権の移転時期、令和２年１２月２２日。対価、７,３１３,０００円。

対価の支払い方法、指定口座に振込。対価の支払い期限、令和３年３月３１

日。引渡の時期、対価の支払日。当事者間の法律関係、売買。調整委員、木

幡委員、竹花委員。次号につきまして、利用目的、所有権の移転時期、対価

の支払い方法、対価の支払い期限、引渡の時期、当事者間の法律関係は同文

ですので朗読を省略します。 

第１４号、所有権の移転を受ける者、大成１４番地の３、齊藤浩平。所有

権の移転をする土地、大成１５－４外１筆、計９４,４９０㎡。所有権の移転

をする者、大成１７番地の３、石川美佐子。対価、５,４１８,０００円。調

整委員、加藤和広委員、石毛委員。 

続いて利用権の設定についてです。第１号から第３号につきましては報告

第１号と重複しますので内容詳細のみ朗読します。 

第１号、利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。始期、令和２

年１２月２２日。終期、令和７年１１月１日。借賃の支払いの方法、毎年、

１２月１０日までに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関係、

賃貸借。第２号及び第３号は北海道農業公社の一時貸付の案件で、内容詳細

も同内容ですので朗読を省略します。 

第４号、利用権の設定を受ける者、西春別１１３番地の２、株式会社デー

リィファーム宮坂 代表取締役 宮坂拓磨。利用権を設定する土地、西春別

１００－１４外１筆、計１６,２２７㎡。利用権の設定をする者、西春別１０

０番地の１、堀内龍一。利用権の種類、賃借権。内容、牧草畑として利用。

始期、令和２年１２月２２日。終期、令和７年１２月２２日。借賃、１年目

２２,５００円。２年目以降４５,０００円。借賃の支払いの方法、毎年、１

０月２０日までに指定口座に振り込むものとする。当事者間の法律関係、賃

貸借。調整委員、大内委員、及川委員。次号から第９号まで利用権の種類、

当事者間の法律関係は同文ですので朗読を省略します。 

第５号、利用権の設定を受ける者、上春別１７番地の１６、株式会社加藤
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牧場 代表取締役 加藤司。利用権を設定する土地、大成２８－１外１筆、

計９６,１０３㎡。利用権の設定をする者、別海緑町１０６番地の２７、曽根

一男。内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、令和３年１月２５日。

終期、令和８年１月２４日。借賃、２２５,０００円。借賃の支払いの方法、

毎年、７月３１日までに指定口座に振り込むものとする。調整委員、信夫委

員、石毛委員。次号から第９号まで始期、終期は同文ですので朗読を省略し

ます。 

第６号、利用権の設定を受ける者、上春別１４番地の１１、苅田憲幸。利

用権を設定する土地、大成１６－４外２筆、計１１０,７９６㎡。利用権の設

定をする者、別海寿町６３番地の７７、水沼和子。内容、採草放牧地として

利用。借賃、２００,０００円。借賃の支払いの方法、毎年、１１月２６日ま

でに指定口座に振り込むものとする。調整委員、加藤和広委員、石毛委員。

次号から第９号までの調整委員は同じですので朗読を省略します。 

第７号、利用権の設定を受ける者、同上。利用権を設定する土地、大成１

７－１外９筆、計１４２,２７０㎡。利用権の設定をする者、大成１７番地の

３、石川美佐子。内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。借賃、３３０,０

００円。借賃の支払いの方法、毎年１１月３０日までに指定口座に振り込む

ものとする。次号から第９号まで利用権の設定をする者、内容、借賃の支払

いの方法は同文ですので朗読を省略します。 

第８号、利用権の設定を受ける者、大成１４番地の３、齊藤浩平。利用権

を設定する土地、大成１７－２外１０筆、計２２１,６５８㎡。借賃、５１２,

５００円。 

第９号、利用権の設定を受ける者、大成９１番地の１３、安田弘和。利用

権を設定する土地、大成２６－１外３筆、計１８０,１０１㎡。借賃、４３２,

５００円。 

第１０号、利用権の設定を受ける者、中春別１６２番地の４３、寺澤佳吾。

利用権を設定する土地、中春別９４－１外６５筆、計１,５６４,３７８㎡。

利用権の設定をする者、中春別１６２番地の４３、寺澤信。利用権の種類、

使用貸借権。内容、牧草畑及び採草放牧地として利用。始期、令和３年１月

１日。終期、令和２２年１２月３１日。当事者間の法律関係、使用貸借。調

整委員、内藤委員、加藤真純委員です。以上で議案第４号の説明を終わりま

す。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第４号の事務局説明が終わりました。所有権の移転の１号から

１２号及び利用権の設定の３号につきましては、それぞれ報告第１号及び第

２号で説明済みですので、事務局説明のみとさせていただきます。それでは

調整委員の説明を求めます。所有権の移転の１３号を１９番木幡委員。１４

号を１５番加藤和広委員。利用権の設定の４号を１番及川委員。５号を２６

番信夫委員。６号から９号を１５番加藤和広委員。１０号を１６番内藤委員。

ここで所有権の移転の１１号につきまして及川委員の御子息に関する案件で



 23 

すので農業委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規則第

１４条の規定に基づく議事参与制限により一時退席を求めます。 

（１ 番 及川委員 一時退席） 

〇議長（小野会長） 

それでは所有権の移転の１１号につきまして質疑を受けたいと思います。

何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、所有権の移転の１１号を原案のとおり許可

することに決定します。ここで及川委員に対する議事参与制限を解除します。 

（１ 番 及川委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

議事を再開します。利用権の設定の５号につきまして加藤委員に関する案

件ですので農業委員会等に関する法律第３１条及び別海町農業委員会会議規

則第１４条の規定に基づく議事参与制限により一時退席を求めます。 

（１５番 加藤委員 一時退席） 

〇議長（小野会長） 

それでは利用権の設定の５号につきまして、信夫代理説明をお願いします。 

〇２６番 信夫代理 

はい、説明します。同条件での継続案件になります。審議のほどよろしく

お願いします。 

〇議長（小野会長） 

それでは、利用権の設定の５号につきまして質疑を受けたいと思います。

何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、利用権の設定の５号を原案のとおり許可す

ることに決定します。ここで、加藤委員に対する議事参与制限を解除します。 
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（１５番 加藤委員 着席） 

〇議長（小野会長） 

続きまして所有権の移転の１３号を木幡委員お願いします。 

〇１３号 木幡委員 

はい、説明します。この案件は過去に評価したものになります。相続など

の手続に時間が掛かり今回の申請となりました。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして１４号を加藤和広委員お願いします。 

〇１５号 加藤和広委員 

はい、説明します。この土地は苅田さんと賃貸していましたが、今年契約

期間満了になるため調整し、隣接する齊藤さんが取得することになりました。

よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして利用権の設定の４号を及川委員お願いします。 

〇１号 及川委員 

はい、説明します。この案件は議案第１号で解約のあった案件になります。

今回新たに宮坂さんと賃貸することになり、１年目の借賃を半分にする契約

になっています。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして利用権の設定の６号から９号を加藤和広委員お願いします。 

〇１５号 加藤和広委員 

はい、説明します。６号から９号ですが全件同条件での継続案件になりま

す。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして利用権の設定の１０号を内藤委員お願いします。 

〇１６号 内藤委員 

はい、説明します。寺澤信さんが息子の佳吾さんに全地使用貸借する案件

になります。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第４号の委員説明が終わりました。ここで議案第４号の所有権

の移転の１１号及び利用権の設定の５号を除きまして、質疑を受けたいと思

います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので採決に入ります。所有権の移転の１１号及び利用

権の設定の５号を除きまして否決の方の挙手を求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（会長） 
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挙手なしということですので、議案第４号につきまして原案のとおり許可

することに決定します。 

 

◎日程第１０ 議案第５号 

〇議長（小野会長） 

日程第１０ 議案第５号「現況証明願いについて」を議題に供します。 

事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いします。 

〇事務局（藤巻主査） 

議案第５号、現況証明願いについて。次の者から現況証明願いが提出され

たので、北海道農地法関係事務処理要領第９の４の規定により証明する。 

第１号、所在、西春別２４１－１外１筆、計２２,４９８㎡。利用状況、雑

種地。所有者、西春別２２３番地の４、伊藤良一。現地調査委員、大内委員

外２名。 

第２号、所在、上春別１２６－８、面積１６,４４０㎡。利用状況、原野。

所有者、上春別１２６番地の６、浅野修。現地調査委員、加藤和広委員外４

名。 

第３号、所在、上風連２１４－２４外２筆、計１６,７２３㎡。利用状況、

原野。所有者、中標津町西９条南４丁目２番地、森重民雄。現地調査委員、

藤井委員外２名。以上で議案第５号の内容説明を終わります。 

〇議長（小野会長） 

はい、議案第５号の事務局説明が終わりました。ここで現地調査委員の説

明を求めます。１号を１１番芳賀委員。２号を２０番浦山委員。３号を１３

番小島委員。それでは芳賀委員お願いします。 

〇１１番 芳賀委員 

はい、説明します。場所は離農跡地の一角になります。周辺は住宅を除き

殆ど更地ですが、対象地は木などが生えており雑種地として判断したいと思

います。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして浦山委員お願いします。 

〇２０番 浦山委員 

説明します。浅野さんが今年３月で休農されるとのことで現地評価を行い、

併せて現況調査も行いました。対象地は住宅に隣接する畑で、公簿上は牧場

となっていますが、現況としては農地以外とすることにやむを得ないと思い

ます。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 

続きまして小島委員お願いします。 

〇１３番 小島委員 

説明します。１２月１１日に藤井委員、押田委員と事務局で現地を見てま

いりました。原野で問題ないと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（小野会長） 
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議案第５号の委員説明が終わりました。ここで議案第５号につきまして質

疑を受けたいと思います。何か御質問ございませんか。 

〇委員 

（「なし」の声あり） 

〇議長（小野会長） 

なしということですので、採決に入りたいと思います。否決の方の挙手を

求めます。 

〇委員 

（挙手なし） 

〇議長（小野会長） 

挙手なしということですので、議案第５号を原案のとおり許可することに

決定します。 

 

◎閉会宣言 

〇議長（小野会長） 

以上で、本総会に提出された議案の審議は全て終了しました。 

これをもちまして、第７回総会を閉会します。 


